
○香美市福祉医療費助成に関する条例施行規則 
平成１８年３月１日 

規則第６２号 
（趣旨） 

第１条 この規則は、香美市福祉医療費助成に関する条例（平成１８年香美市条例第１２５号。以下
「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 
（受給資格の認定） 

第２条 条例第４条に規定する助成を受けようとする者（以下この条において「申請者」という。）
は、様式第１号による福祉医療費受給資格認定（変更・更新）申請書（以下「認定等申請書」とい

う。）に条例第２条第５項各号による被保険者証、受給資格者票又は組合員証（以下「被保険者証」

という。）を添えて市長に提出しなければならない。ただし、重度心身障害者のうち６５歳未満の

重度心身障害者の申請にあっては障害程度を証する書類を、６５歳以上の重度心身障害者の申請に

あっては障害程度を証する書類及び医療費の助成を受けようとする日の属する年度（助成を受けよ

うとする日の属する月が４月から６月までの場合にあっては前年度）の市町村民税の状況を証する

書類を添えなければならない。 
２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して受給資格の適否を決定し、
適当と認めたときは、様式第２号による福祉医療費受給資格認定通知書（以下「認定通知書」とい

う。）を当該申請者に交付するものとする。乳幼児医療費助成の申請については、その内容を審査

して、助成対象外と決定したときは、様式第６号による乳幼児医療費受給資格認定申請に係る却下

通知書を交付するものとする。 
３ 第１項の規定にかかわらず、現に乳幼児医療費に係る受給資格認定を受ける者が、有効期限の到
来する日以降も引き続き条例第３条に規定する乳幼児医療費の助成対象者に該当することが公簿

等により確認できる場合は、認定等申請書の提出を省略して審査を行い、適当と認めたときは、認

定通知書を交付できるものとする。 
４ 市長は、第２項及び前項の規定により資格認定を受けた者（以下「受給権者」という。）のうち、
重度心身障害者で７５歳未満の者で、６５歳未満において受給者となった者及び平成１５年９月３

０日までに受給権者となった者で、後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者に対しては様

式第３号による障害医療費受給者証及び様式第４号による福祉医療費（療養費）助成申請書（以下

「助成申請書」という。）を、６５歳以上７５歳未満の者のうち、平成１５年１０月１日以降に６

５歳以上において受給権者となった者で後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者に対し

ては様式第３―２号による障害医療費受給者証及び助成申請書を、６５歳以上の者のうち、６５歳

未満において受給権者となった者及び平成１５年９月３０日までに受給権者となった者で、後期高



齢者医療の被保険者である者に対しては様式第３―３号による高齢障害医療費受給者証及び助成

申請書を、６５歳以上の者で、後期高齢者医療の被保険者である者に対しては様式第３―４号によ

る高齢医療費受給者証及び助成申請書を、乳幼児医療費の受給権者のうち受給者が乳児又は受給権

者が非課税世帯の者に対しては様式第３―５号による乳幼児医療費受給者証及び助成申請書を、受

給者が課税世帯の第１番目、第２番目の子どもである場合は様式第３―６号による乳幼児医療費受

給者証及び助成申請書を、受給者が課税世帯の第３番目以降の子どもである場合は様式第３―８号

による乳幼児医療費受給者証及び助成申請書を、また、受給者が児童手当所得制限（本則給付）の

対象外の世帯である場合は様式第３―７号による乳幼児医療費受給者証及び助成申請書を、児童医

療費の受給権者に対しては様式第３―９号による児童医療費受給者証及び助成申請書を、それぞれ

必要事項を記載して交付するとともに次の取扱いをするものとする。 
国民健康保険及び各種国保組合及び後期高齢者医療（以下「国民健康保険等」という。）以外の

医療保険加入の受給権者のうち、７５歳未満の者にあっては様式第５号による障害福祉医療費請求

書を、乳幼児医療費の受給権者にあっては様式第５―２号による乳幼児福祉医療費請求書を、児童

医療費の受給権者にあっては様式第５―３号による児童福祉医療費請求書を、それぞれ必要な事項

を記載して交付する。 
（被保険者証の提示等） 

第３条 条例第６条本文の規定により、医療費の助成を受けようとする者は保険医療機関等に被保険
者証とともに、６５歳未満の受給権者にあっては様式第３号による障害医療費受給者証を、７５歳

未満の者で、６５歳未満において受給権者となった者及び平成１５年９月３０日までに受給権者と

なった者で、後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者にあっては様式第３号による障害医

療費受給者証を、６５歳以上７５歳未満の者のうち、平成１５年１０月１日以降に６５歳以上にお

いて受給権者となった者で後期高齢者医療以外の医療保険に加入している者にあっては様式第３

―２号による障害医療費受給者証を、６５歳以上の者のうち、６５歳未満において受給権者となっ

た者及び平成１５年９月３０日までに受給権者となった者で、後期高齢者医療の被保険者である者

にあっては様式第３―３号による高齢障害医療費受給者証を、６５歳以上の者で、後期高齢者医療

の被保険者である者にあっては様式第３―４号による高齢医療費受給者証を、乳幼児医療費の受給

権者にあっては、様式第３―５号から様式第３―８号による乳幼児医療費受給者証を、児童医療費

の受給権者にあっては様式第３―９号による児童医療費受給者証を提示しなければならない。この

場合において、国民健康保険等以外の医療保険加入の受給権者が受診するときは、７５歳未満の受

給権者にあっては様式第５号による障害福祉医療費請求書を、乳幼児医療費の受給権者にあっては

様式第５―２号による乳幼児福祉医療費請求書を、児童医療費の受給権者にあっては様式第５―３

号による児童福祉医療費請求書をそれぞれ提出しなければならない。 



（療養費扱い） 
第４条 条例第６条ただし書の規定により、療養費扱いによる医療費の助成を受けようとする者は、
様式第４号による福祉医療費（療養費）助成申請書を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成額を決定するものとする。 
３ 第１項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月
から起算して２年以内に提出するものとする。 
（変更申請等） 

第５条 受給権者又はその保護者について、住所、氏名、加入医療保険等に変更があったときには、
遅滞なく第２条に準じて市長に申請しなければならない。 

２ 受給権者は、受給資格を喪失したときは遅滞なく第２条第４項の規定により交付された医療費受
給者証及び医療費請求書（残余分とする。）を返還しなければならない。 
（諸帳簿） 

第６条 市長は、医療費の助成状況を明らかにするため必要な帳簿を備え、常に整理するものとする。 
附 則 

この規則は、平成１８年３月１日から施行する。 
附 則（平成１９年３月８日規則第４号）抄 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 
附 則（平成２０年１２月２６日規則第３５号） 

（施行期日） 
１ この規則は、公布の日から施行する。 
（経過措置） 

２ 公布の日において、老人保健法の改正により加入医療保険に変更が生じる助成対象者については、
市長が後期高齢者医療加入の有無について確認できる場合においては、第５条第１項の規定にかか

わらず、受給者からの申請なしに、市長が当該助成支援者の受給者証の変更及び受給者に関する記

録等の訂正を行うことができるものとする。 
附 則（平成２１年９月２５日規則第３０号） 

この規則は、平成２１年１０月１日から施行する。 
附 則（平成２３年３月３１日規則第１３号） 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 
附 則（平成２３年６月２７日規則第２９号） 

この規則は、平成２３年７月１日から施行する。 
附 則（平成２７年１２月２８日規則第３３号）抄 



（施行期日） 
第１条 この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 
（香美市福祉医療費助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

第４条 この規則の施行の際、第３条の規定による改正前の香美市福祉医療費助成に関する条例施行
規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用すること

ができる。 
附 則（平成２８年３月３１日規則第１２号） 

（施行期日） 
１ この規則は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行の日（平成２８年４月１日）か
ら施行する。 
（経過措置） 

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の
施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不

作為に係るものについては、なお従前の例による。 
３ この規則の施行の際、第２条の規定による改正前の香美市情報公開条例施行規則、第３条の規定
による改正前の香美市個人情報保護条例施行規則、第４条の規定による改正前の香美市急傾斜地崩

壊対策事業分担金徴収条例施行規則、第５条の規定による改正前の香美市空き家等の適正管理に関

する条例施行規則、第７条の規定による改正前の香美市税規則、第８条の規定による改正前の香美

市行政財産使用料条例施行規則、第９条の規定による改正前の香美市福祉医療費助成に関する条例

施行規則、第１０条の規定による改正前の香美市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第１

２条の規定による改正前の香美市子ども・子育て支援法施行細則、第１３条の規定による改正前の

香美市家庭的保育事業等の認可に関する規則、第１４条の規定による改正前の香美市立保育所条例

施行規則、第１５条の規定による改正前の香美市児童手当の支給に関する規則、第１６条の規定に

よる改正前の香美市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第１７条の規定による改正

前の香美市基準該当通所支援事業所の登録等に関する規則、第１８条の規定による改正前の香美市

老人福祉法施行細則、第１９条の規定による改正前の香美市立高齢者生活福祉センターこづみの設

置及び管理に関する条例施行規則、第２０条の規定による改正前の香美市老人医療事務取扱細則、

第２１条の規定による改正前の香美市身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費

用の徴収に関する規則、第２２条の規定による改正前の香美市補装具費の支給に関する規則、第２

２条の規定による改正前の香美市立共同墓地運営規則、第２４条の規定による改正前の香美市立共

同納骨堂運営規則、第２５条の規定による改正前の香美市墓地等の設置及び経営の許可等に関する

条例施行規則、第２６条の規定による改正前の香美市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収



条例施行規則、第２７条の規定による改正前の香美市農地及び農業用施設整備事業分担金徴収条例

施行規則、第２８条の規定による改正前の香美市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第

２９条の規定による改正前の香美市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第３０条の規定に

よる改正前の香美市営住宅条例施行規則及び第３１条の規定による改正前の香美市特定公共賃貸

住宅の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当

分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。 
附 則（平成２８年６月９日規則第２２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（令和元年１１月２０日規則第１９号） 

（施行期日） 
１ この規則は、令和元年１２月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この規則による改正前の香美市福祉医療費助成に関する条例施行規則の様式は、この規則による
改正後の香美市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用する

ことができる。 
附 則（令和２年１０月１日規則第４１号） 

（施行期日） 
１ この規則は、公布の日から施行する。 
（経過措置） 

２ この規則による改正前の香美市福祉医療費助成に関する条例施行規則の様式は、この規則による
改正後の香美市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用する

ことができる。 
附 則（令和４年３月３日規則第９号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第２条関係） 
様式第２号（第２条関係） 
様式第３号（第２条、第３条関係） 
様式第３―２号（第２条、第３条関係） 
様式第３―３号（第２条、第３条関係） 
様式第３―４号（第２条、第３条関係） 
様式第３―５号（第２条、第３条関係） 
様式第３―６号（第２条、第３条関係） 
様式第３―７号（第２条、第３条関係） 
様式第３―８号（第２条、第３条関係） 
様式第３―９号（第２条、第３条関係） 
様式第４号（第２条、第４条関係） 
様式第５号（第２条、第３条関係） 
様式第５―２号（第２条、第３条関係） 
様式第５―３号（第２条、第３条関係） 
様式第６号（第２条関係）  


